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第１ 本指針の策定目的 

 
１ 本指針の策定目的 

 
本市においては、少子高齢化の進行や将来的な人口減少に加え、既存施設の老

朽化対策や新たな公共施設等の整備等、多額の経費を必要とする事業の推進等

により、今後も厳しい財政状況が続くと見込まれています。 
このようななか、公共施設等の整備等について、公共と民間が連携し、民間事

業者の創意工夫を生かすことで、効率的かつ効果的に事業を進める必要性がま

すます高まっています。 
国においては、「「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための

指針」について（要請）」（平成２７年１２月１７日通知）等により、地方公共団

体において、公民連携による事業を推進するため、優先的検討規程を策定するこ

とが推奨されています。 
また、本市の公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定。以下「総合管理

計画」という。）においては、今後の公共施設等の整備等に関する基本方針とし

て、公民連携手法の導入を検討していくこととしています。 
本指針は、一定の事業規模の公共施設等の整備等について、庁内関係部局の連

携・協力体制のもと、優先的に公民連携による事業手法を検討するための、基本

的な考え方や手順等を示しています。 
本指針を活用することにより、公共施設等の整備等について、最小の経費で最

大の効果をあげ、市民のために、よりよい公共サービスを提供するとともに、持

続可能な行財政運営の推進を図るものです。 

またあわせて、民間活力の導入によって、民間事業者にとっての新たな事業機

会の創出と、地域経済の活性化につながることが期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〔公共施設等とは〕 

 公共施設等とは、道路、河川、公園、水道、下水道、庁舎、公営住宅、教育施設、文化施

設、廃棄物処理施設、社会福祉施設、駐車場・駐輪場、リサイクル施設等を指します。（民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号。以下「ＰＦＩ法」という。）第２条各号に規定される施設のことを指します。） 

〔整備等とは〕 

整備等とは、公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する

企画をいい、市民に対するサービスの提供を含みます。 
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第２ ＰＰＰ／ＰＦＩの概要 

 
１ ＰＰＰとは 

 

 ＰＰＰとは、Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パー

トナーシップ）の略称で、公共と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生か

すことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度

の最大化を図るものです。 
一般的に「公民連携」又は「官民連携」といい、本指針では「公民連携」を使

用します。 
 本市では、ＰＰＰの一例として、「指定管理者制度」を導入し、使用料に加え、

自主事業等による財源確保に努めるとともに、創意工夫を生かしたサービスの

向上を図っています。 
 その他に、ＰＦＩもＰＰＰの一類型とされているほか、ＤＢＯと呼ばれる手法

や包括的民間委託等もＰＰＰに含まれます。 
この指針が対象とする主なＰＰＰの種類については、「第４の３」で記載しま

す。 
 
２ ＰＦＩとは 

 

 ＰＦＩとは、Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニ

シアティブ）の略称で、ＰＦＩ法に基づき実施する事業です。 
公共施設等の整備等に民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用す

ることにより、同一水準のサービスをより安く、又は同一価格でより上質のサー

ビスを提供するものです。 
 ＰＦＩは、設計・建設・維持管理・運営を一括して発注することで、民間事業

者の創意工夫が期待できるほか、資金調達を民間事業者が行うため、従来方式で

必要となる当初の一般財源の負担が平準化される等の効果があります。 
 

 〔従来型手法とＰＦＩ手法の比較〕 

 従来型手法 ＰＦＩ手法 

契約期間 基本的に単年度 長期、複数年 

発注形式 業務・工事ごとに仕様発注 同一の事業者に包括的に性能発注 

資金調達 市(一般財源、起債、国庫補助金等) 民間事業者（起債、国庫補助金と併用す

ることが多い） 

 

 



3 
 

 
〔本指針におけるＰＰＰの概念（イメージ）〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ＰＰＰ（Public Private Partnership）=公民連携 

 

 

従来型 
公共事業  

指定管理 

包括的民間委託  

ＤＢＯ 

民営化 

ＰＦＩ 

公共 事業運営への関与 民間 

公共 民間 連携 
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第３ ＰＰＰ／ＰＦＩの推進体制 

 
１ ＰＰＰ／ＰＦＩの推進体制 

 
 ＰＰＰ／ＰＦＩの導入にあたっては、事業担当課が主体となり、公共施設マ

ネジメント担当課が支援し、庁内関係部局が連携・協力しながら、最適な事業

手法を選択することとします。 
 
⑴ 事業担当課 

ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を主体的に推進していく役割を担います。 

所管施設等に関し、市民ニーズや社会潮流の把握に努め、ＰＰＰ／ＰＦＩ

についての先進事例や、民間事業者の動向等について、情報収集を行います。 

 
⑵ 公共施設マネジメント担当課 

総合管理計画に基づく公共施設マネジメントの担当課として、全庁的にＰ

ＰＰ／ＰＦＩの導入を推進する部署です。 
本指針の運用面でのサポートや民間事業者との対話に関する情報提供等、

事業担当課への支援を行います。 
 
⑶ 公共施設マネジメント推進会議 

総合管理計画の推進のために設置する、主に副部長級の職員による庁内の

会議体です。庁内関係部局が連携・協力し、最適な事業手法を選択するよう

多角的に検討を行います。 
事務局は、公共施設マネジメント担当課と財政担当課が担います。 

 
 ⑷ 経営会議 

市政運営に関する重要施策を審議決定等するために設けられた庁内の会

議体です。公共施設マネジメント推進会議による検討を経て、さらに経営会

議で協議を行い、最適な事業手法を選択します。 
 

※参考 外部コンサルタント（アドバイザー） 
   新たな公共施設等の整備にあたっては、基本構想等の策定のために業務委託する

ことが想定されます。また、ＰＦＩ等の導入においては、専門的な知識を補うため

に、導入可能性調査等について、業務委託を行うことが想定されます。 
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第４ 優先的検討の実施 

 
１ 優先的検討の開始時期 

 
優先的検討の開始時期は、次のとおりとします。 
⑴ 新たに公共施設等の整備等及び既存の公共施設等の更新等を行うため基

本構想、基本計画等を策定するとき 

⑵ 公共施設等の運営等の見直しを行うとき 

⑶ 市有地の未利用資産等の有効活用を検討するとき 

⑷ 公共施設等の集約化又は複合化を検討するとき 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２ 優先的検討の対象とする事業 

 
⑴ 優先的検討の対象事業 

ＰＰＰ／ＰＦＩの導入による財政的な効果をあげるためには、一定の事

業規模が必要と考えられるため、事業費の基準を設け、次のア又はイのい

ずれかに該当する事業を、優先的検討の対象とします。 
ただし、事業費基準は、対象事業を絞り込むための目安として用いるこ

ととし、この段階では概算の事業費で判断することとします。 
また、基準を満たさない事業であっても、民間事業者の参入が見込ま

れ、ＰＰＰ／ＰＦＩの効果が期待できる案件については、導入検討を行う

こととします。 

〔開始時期についての補足〕 
「公共施設等の運営等の見直しを行うとき」とは、事業担当課又は公共施設マネジメ

ント担当課等において、市民ニーズや社会潮流の変化、民間事業者からの提案や施設改

修、その他運営上の課題解決の検討等をきっかけに、民間事業者のノウハウを生かすこ

とで、より効率的・効果的な施設の運営・維持管理ができる可能性があり、見直しが必

要であると判断したとき等が想定されます。 
「市有地の未利用資産等の有効活用を検討するとき」とは、市有地を民間事業者に貸

付（定期借地等）して、施設を整備する場合等が想定されます。 
「公共施設等の集約化又は複合化を検討するとき」とは、複数の施設に分散する機能

を１か所の施設に集約化又は複合化を検討する場合等が想定されます。 
なお、未利用資産等の有効活用や公共施設等の複合化等について、事業担当課が明確

でない段階においては、公共施設マネジメント担当課が、資産活用のための事業の発案

や関係部局との調整等を図ることとします。 
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ア 事業費総額が５億円以上の公共施設等の整備等（設計・建設・維持管

理・運営等）事業（ただし、用地費を除く。） 
イ 単年度の事業費が５，０００万円以上の公共施設等の維持管理・運営等

に係る事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵ 優先的検討の対象事業の例外 

  事業担当課が発案した事業が、優先的検討の対象事業の基準を満たして

いても、次のアからオまでのいずれかに該当する事業は、優先的検討の対

象外とします。 

ア 既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が前提とされている公共施設等の整備

等に関する事業 
イ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律

第５１号）に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設等

の整備等に関する事業 
ウ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設等の整備

等に関する事業 
エ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設等の整備等に関

する事業 
オ 道路及び河川の整備・維持管理並びに上下水道施設及び上下水道管路

の整備・維持管理に関する事業 
 
３ 優先的検討の対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法 

 
 本指針が対象とする主なＰＰＰ／ＰＦＩ手法は、次のとおりです。 
なお、対象となる事業の期間、特性、規模等を踏まえ、より適切な手法がある

場合は、以下の手法以外についても検討することができることとします。 

〔優先的検討対象の事業費基準について〕 
本市における事業費基準は、本市の人口規模と類似する他団体の事例等を参考に、

内閣府の「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」において

例示される金額（整備等１０億円、運営等１億円）の二分の一としています。 
ただし、この基準は、あくまで対象事業を絞り込むための目安とするもので、事業

費の算出にあたっては、過去の同一規模の施設整備における実績や他団体の事例、一

般的に想定される建設費等に基づき、概算で算出することとします。 
また、民間事業者の参入が見込まれる場合は、基準以下の事業も対象とします。 
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⑴ 民間事業者が公共施設等の「設計・建設（改修）・維持管理・運営等」を担う

手法 

ア ＰＦＩ手法 
ＢＴＯ方式 
Build 建設 

Transfer 移転 

Operate 運営等 
 
 

○民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に公共側に施設の

所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営等を行う方式。 

○サービス購入型の PFI 事業等で広く採用されており、採用されている施設の

種類は多岐にわたる。 

○維持管理・運営期間中の民間事業者の業務範囲は、長期間の契約の対象と

することが適切か等の観点から検討・決定される。 

○対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的。 

 設計 建設 維持管理・運営 

業務範囲 ○ ○ ○ 

契約形態 事業契約 

民間の契約主体 特別目的会社（SPC）が多い 
 

ＢＯＴ方式 
Build 建設 

Operate 運営等 

Transfer 移転 

 

○民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行い、事業終

了後に公共側に施設の所有権を移転する方式。 

○民間事業者が維持管理・運営期間中に公共施設等の所有権を有しているた

め、改修等を含め、維持管理・運営等の自由度が広くなっている。 

○民間事業者に固定資産税等の負担が発生する。 

ＢＯＯ方式 
Build 建設 

Own 所有 

Operate 運営等 

○民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行い、事業終

了時点で施設等を解体・撤去する等、公共側への施設の所有権移転がない方

式。一定のサイクルで更新すべき施設での活用が考えられる。 

○民間事業者に固定資産税等の負担が発生する。 

ＲＯ方式 
Rehabilitate 改修 

Operate 運営等 

○既存の公共施設等の所有権を公共側が有したまま、民間事業者が施設を改

修し、改修後に維持管理・運営等を行う方式。 

イ ＰＦＩ以外の手法 
ＤＢＯ方式 
Design 設計 

Build 建設 

Operate 運営等 

○民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の

一括発注を包括して発注する方式。 

〇ＰＦＩ手法と類似するが、民間資金を活用しない点等違いがある。 

〇資金調達や工事発注、所有は公共側が担う方式。 

○設計・建設の対価は、施設の引渡しまでに支払うことが一般的。 

 設計 建設 維持管理・運営 

業務範囲 ○ ○ ○ 

契約形態 工事請負契約 事業契約 

民間の契約主体 建設会社又は 

JV（設計会社と建設会社） 

特別目的会社

（SPC）が多い 
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⑵ 民間事業者が公共施設等の「維持管理・運営等」を担う手法 

ア ＰＦＩ手法 
公共施設等運

営事業 

（コンセッショ

ン） 

○利用料金を収受する公共施設等について、公共側が施設の所有権を有し

たまま、民間事業者が運営権を取得し、施設の維持管理・運営等を行う方式。 

○利用料金を収受する公共施設等で、民間事業者による効率的な維持管理・

運営等が期待される事業において採用されている。 

Ｏ方式 

Operate 運営等 

○民間事業者に公共施設等の維持管理・運営等を長期契約等により一括発

注や性能発注する方式。 

 イ ＰＦＩ以外の手法 
指定管理者 
制度 

○地方自治法第２４４条の２第３項に基づく制度（行政処分の一種）。 

○地方公共団体が公の施設の維持管理・運営等を管理者として指定した民

間事業者に包括的に実施させる手法。 

○本市での関係例規等として、「公の施設の指定管理者の指定の手続き等に

関する条例」、「同条例施行規則」及び「指定管理者制度導入のための指針」

がある。また、各個別施設の設置条例に「指定管理」に関する条項が定められ

ている。 
包括的民間 
委託 

○公共施設等の維持管理・運営段階における複数業務・複数年度の性能発

注による業務委託。 

○維持管理・運営等を長期間包括して性能発注により業務委託し、最適な時

期・方法で補修等を行うことにより、維持管理費等の削減が期待される施設

（プラント等）で採用されている。 

 

〔ＰＦＩ（ＢＴＯ方式）と比べた場合のＤＢＯ方式のメリット・デメリットについ

て〕 
ＰＦＩ（ＢＴＯ方式）に類似した事業方式の一つとしてＤＢＯ方式があります。

これは、設計・建設・維持管理・運営を民間に委託し民間の機能を活用するという点

では、ＰＦＩ（ＢＴＯ方式）と同様の事業方式ですが、資金調達を公共が行うという

点がＰＦＩ（ＢＴＯ方式）とは異なります。 
一般的に、民間が資金調達を行う場合と比べ、ＤＢＯ方式では、公共が資金調達

を行うことで、資金調達コストが低くなり、コスト面で有利となりやすいというメ

リットがあります。 
一方、公共が資金調達を行うため、設計・建設・維持管理・運営段階における金融

機関によるモニタリング機能が働かないという点や財政負担の平準化が図れないと

いう点、また、設計・建設の請負契約と維持管理・運営の委託契約を別個に締結する

ことになるため、契約者が２者となり、責任分担が不明確となる点がＰＦＩ（ＢＴ

Ｏ方式）と比べデメリットとなります。  
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⑶ 民間事業者が公共施設等の「設計・建設等」を担う手法 

ア ＰＦＩ手法 
ＢＴ方式 
Build 建設 

Transfer 移転  

 

○民間事業者が公共施設等を設計・建設し、市に施設の所有権を移転する

方式。 

○公共施設等の建設後、別の公共施設等と共に一括して、建設を行う民間

事業者以外の者に維持管理・運営等を委託する PFI 事業等において採用さ

れている。 

 イ ＰＦＩ以外の手法 
ＤＢ方式 
Design 設計 

Build 建設 

○民間事業者に公共施設等の設計・建設を一括して発注する方式。 

○資金調達や工事発注、所有は市が担うスキーム。 

民間建設借上

（リース） 
方式 

○民間事業者が資金調達から公共施設等の設計・建設・維持管理等を一括

して行い、サービス対価をリース料として市が支払う方式。 

○リース期間終了後、所有権は市に移転される。 

 
⑷ その他の手法 

ア ＰＦＩ以外の手法 

公募設置管理

制度（Ｐａｒ

ｋ－ＰＦＩ） 

○都市公園法第５条の２から９に基づく制度 

○都市公園において、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資す

る公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園

路、広場等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する方式。 
 

〔ＰＦＩと指定管理者制度との関係について〕 
ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度とは、基本的には別個の制度であり、一方の

手続きが自動的に他方の手続きを兼ねることはできません。 
一般的な例として、公の施設の使用許可等を伴う事業の場合、施設の整備等を行

うＰＦＩ事業者を、指定管理者としても指定することがあります。 
なお、ＰＦＩ法第１４条「指定管理者の指定に当たっての配慮等」は、ＰＦＩ事

業者と同一の事業者を指定管理者として指定することを想定した規定です。 

〔包括的民間委託と業務委託との違いについて〕 
業務委託は、単年度・個別業務・機能（仕様）発注で行われるのが一般的ですが、

包括的民間委託は、複数年度・複数業務・性能発注である点が異なります。 
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〔手法ごとの発注・契約形態、業務主体、施設の所有者、資金調達の傾向〕 
手法 発注形態※１

／契約形態 
業務の実施主体 施設の所有者 

 

資金 
調達 設計 

 
建設 

 
維持 
管理 

運営 

従来型 仕様／分割 公 公 公 公 公 公 
Ｐ

Ｆ

Ｉ 

ＢＴＯ 性能／包括 民 民 民 民 完成時→運営時→事業後 
民→公→公 

民 

ＢＯＴ 性能／包括 民 民 民 民 完成時→運営時→事業後 
民→民→公 

民 

ＢＯＯ 性能／包括 民 民 民 民 完成時→運営時 

（事業後は解体等を想定） 
民→民 

民 

ＲＯ 性能／包括 民 民 民 民 公 民 
ＢＴ 性能／包括 民 民 － － 完成時→運営時 

民→公 
民 

Ｏ 性能／包括 － － 民 民 公 民 
Ｐ
Ｆ
Ｉ
以
外 

ＤＢＯ 性能／包括※２ 民 民 民 民 公 公 
ＤＢ 性能／包括 民 民 － － 公 公 
指定管理 －※３ － － 民 民 公 公 
包括的民間委託 性能／包括 － － 民 民 公 公 

※１ 仕様（仕様発注）とは、発注者が施設の構造、資材、施工方法について詳細を決め、設計書等によ

って民間事業者に発注する方法である。 

性能（性能発注）とは、発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳

細を規定した発注方法である。 

※２ ＤＢＯについては、設計・建設と維持管理・運営は個別の契約を締結することが一般的である。 

※３ 指定管理者制度は、地方自治法第２４４条の２第３項に基づく制度である（行政処分の一種）。 
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４ 優先的検討の流れ 

 

 本市で想定するＰＰＰ／ＰＦＩの導入に至るまでの基本的な流れを示します。 
ＰＰＰ／ＰＦＩの導入にあたっては、様々なケースが想定されることから、

各々の事業特性等に合うよう、次の流れを参考に、適宜、調整しながら進めるこ

ととします。 
 
⑴ 全体の流れ ※主体は事業担当課。公共施設マネジメント担当課が支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ①】ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討開始 

・事業担当課における公共施設等の整備等の発案又は運営方法の見直し等 
・優先的検討の対象か否かを確認し、優先的検討が必要となる場合は、公共施設マネ
ジメント担当課へ報告 

【ステップ②】適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択 

・事業の期間、特性、規模等を踏まえ、適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を選択。（ただし、ＰＦＩ・
ＤＢＯ等の場合は、「簡易な検討」と位置づけ、ステップ③でさらに詳細な検討を行う。） 
・公共施設マネジメント推進会議を経て、経営会議で決定 

【ステップ③】 

詳細な検討（導

入可能性調査） 

・専門的な外部コ
ンサルタントに委
託して、導入可能
性調査を実施 
・必要に応じ、公
共施設マネジメン
ト推進会議、経営
会議で再検討 

従来型手法 

PPP/PFIを
選択しない
場合、検討
結果を公表 

PFI･DBO 等 指定管理者制度 

関係法令、指定
管理者制度導入
のための指針に
基づき導入を進
める。 

関係法令 等に
基づき、必要な
手順に則り導入
を進める。 

左記以外の PPP 

アドバイザリー 
契約 

従来型手法 

基
本
計
画 

基
本
構
想 

導
入
可
能
性
調
査 
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⑵ ステップ① 優先的検討の開始 

 検討の開始時期、対象事業の条件に当てはまる場合、事業担当課が主体とな

り、公共施設マネジメント担当課の支援のもとに優先的検討を開始します。 

市民ニーズや社会潮流を的確に捉えるとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入につ

いて、サウンディング等により、民間事業者から幅広くアイデアや意見を聞き、

市場性の有無や事業の実現性を調査し、可能性のある事業手法を抽出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
〔ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を検討する際の参考フローチャート〕 

 
※このフローチャートは、事業手法を検討するにあたって、初期の段階で参考とするものであり、事業手法につ

いては１１ページの流れを経て選択することとなる。 

従来型手法を選択
必要に応じて優先的検討を実施

従来型手法等を選択

① BTO・BOT・
BOO・RO

② DBO
③ BT・
DB・リース

優先的検討の対象事業に該当するか

優先的検討の対象外に該当するか

施設の新設・改修を行う事業であるか

設計、建設、運営等を一括して委託すること
ができる事業であるか

建設に民間資金を活用する
ことができる事業であるか

④ 公共施設等運営権方式
・市が施設の所有権を有し、利用料金の徴収を行
う施設である場合

⑤ 指定管理者制度
・「公の施設」に該当する場合

⑥ 包括的民間委託
・複数の業務や複数の施設について包括的に委託
する場合

⑦ O（Operate）方式
・④に該当しない場合

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

事業担当課 公共施設マネジメント担当課 

優先的検討の対象事業に該当する場合報

告（事業担当課）／本指針運用に関する支

援、国や府の地域プラットフォームの情報

提供等（公マネ担当課） 

 

外部コンサルタント※基本

構想等の策定を委託する場合 

市民ニーズ・社会潮流 

ステップ②へ 

 
④指定管理者制度・包括的民間委託・公

共施設等運営権方式等 

従来型手法を選択 
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〔サウンディングについて〕 

サウンディングは、事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関し

て、直接対話により民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を

進展させるための情報収集を目的とします。 

また、対象事業の検討の段階で広く対外的に情報提供することにより、当該事業への民間事

業者の参入意欲の向上を期待できます。 

実施方法としては、国土交通省の地域プラットフォームや京都府の公民連携プラットフォーム

に、サウンディング案件を応募する方法や、市が単独で行う方法、コンサルタントに委託する方

法等が考えられます。 

 サウンディングは、法令に基づく手続きではありませんが、よりよい提案を得るため、民間事業

者に市の方針をしっかりと提示し必要とされる情報を開示する等の工夫が求められます。 

（参考資料） 

・「ＰＰＰ事業における官民対話・業者選定プロセスに関する運用ガイド（内閣府・総務省・国土交

通省作成）」 

・「地方公共団体のサウンディング型市場調査の手引き(国土交通省作成)」 

・「地域プラットフォームの取組みから得られた「円滑な官民対話」のポイント（国土交通省作成）」 
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⑶ ステップ② 事業手法の選択 

  次に、公共施設マネジメント推進会議での検討を経て、経営会議で協議し、

最適な事業手法を選択します。 
  事業担当課は、会議での検討にあたって、ＰＦＩ・ＤＢＯ等の手法を対象

とする場合は、原則として、別紙１と別紙２の資料を作成します。（この時

の検討を「簡易な検討」と呼び、ステップ③の「詳細な検討」と区別します。） 
ＰＦＩ・ＤＢＯ等の手法以外を検討対象とする場合は、原則として、別紙

１の資料を作成します。 
検討の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しない場合はその結果を公表しま

す。（⑸を参照のこと。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
○ＰＦＩ・ＤＢＯ等の「簡易な検討」について 

  簡易な検討では、別紙１及び２の様式を参考に、原則として、定性評価（別

紙１）と定量評価（別紙２）の２種類の評価を行います。 
なお、別紙１と別紙２の内容を概ね補うことができるものであれば、任意

の様式でも可能とします。 
資料作成にあたっては、他団体の類似事例や民間事業者との意見交

事業担当課 

外部コンサルタント※基

本構想等の策定を委託する場

合 

公共施設マネジメント推進会議 

経営会議 

経営会議で協議し（基本構想等の協議と
兼ねることも可）庁内合意を形成 

事業担当課が想定される事業手法を提示
し、適切な事業手法を検討 

➊ＰＦＩ・ＤＢＯ等を選択する場合→ステップ３へ（詳細な検討を実施。導入可能性調

査のための予算計上を伴う。） 

❷指定管理者制度を選択する場合→指定管理者制度導入のための指針に基づき導入を進

める。 

❸上記以外にＰＰＰ手法を選択する場合→必要な手順に則り事業手法の導入を進める。 

❹従来型手法を選択する場合→⑸ＰＰＰ／ＰＦＩを選択しない理由を公表する。 

➀ 

② 
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換を通して事業担当課で作成する方法や、基本構想等策定の業務委託

に含めることが考えられます。  
 

ア 定性評価（別紙１） 

   定性評価は、サウンディング等により次の事項等を確認し、定量評価と合

わせて、総合的に導入の適否を判断します。 

 ・民間事業者の経験、ノウハウ等の活用により、市民ニーズや社会潮流に

沿った、よりよい公共サービスの提供が期待できる事業であるか 

・民間事業者の参入が見込まれる事業であるか 

・長期にわたり安定的・継続的なサービス需要が見込まれる事業であるか 

・ＰＰＰ／ＰＦＩの導入によって事業目的を達成できる事業であるか 

・ＰＰＰ／ＰＦＩの導入の障害となる法令上の制約がない事業であるか 

・民間事業者との役割分担が明確にできる事業であるか 

・各種手続(導入可能性調査、特定事業の選定等)に必要なスケジュールの

確保が可能であるか 
 

イ 定量評価（別紙２） 

   採用手法について、従来型手法による場合との費用総額の比較を行

い、採用手法の導入の適否を評価します。費用総額の比較は、国が作

成したＶＦＭ算定ソフト（「簡易な検討の計算表（内閣府）」・「Ｖ

ＦＭ簡易算定モデル（国土交通省）」）を用いて行い、その際の費用

項目は、次のとおりとします。 

・公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用 

・公共施設等の運営等の費用 

・利用料金収入 

・資金調達に要する費用 

・調査に要する費用 

・税金（ＳＰＣに係るもの） 

・民間事業者の適正な利益及び配当（税引後損益）（ＳＰＣに係る

もの） 

なお、複数の手法を選択したときは、各々の手法について費用総額

を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額と

の間で同様の比較を行うものとします。 
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〔ＶＦＭについて〕 

 ＶFM（Value For Money）とは、支払い（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供

給するという考え方のことです。ＶＦＭとは、従来型手法で事業を実施したときと、ＰＦＩ等で事業

を実施したときの公共の支払額の差として計算されます。 

地方公共団体等からの支払いに対して、ＰＦＩ等で実施した場合に地方公共団体等が自ら事

業を実施するよりも価値の高いサービスを供給できる場合、「ＶＦＭがある」といいます。 

市が事業を実施するにあたり、事業手法を選択する際の判断基準になるもので、ＰＦＩ等で事

業を実施した方が低廉で良質なサービスの提供が可能であると見込まれた場合、ＰＦＩ等の導入

が適切であると判断されます。 

公共施設等の整備等に関する事業をＰＦＩ等として実施するかどうかは、このＶＦＭの有無を評

価することが基本となります。 

〔ＳＰＣについて〕 

SPC とは、Special Purpose Company（スペシャル・パーパス・カンパニー）の略称で、ある特定

された事業を行うために設立された事業会社のことです。ＰＦＩ等では、公募提案する企業グル

ープ(コンソーシアム)が、新会社を設立して、建設・運営・管理に当たることが多くなります。 
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⑷ ステップ③ ＰＦＩ・ＤＢＯ等の手法の場合の詳細な検討 

 次に、ＰＦＩ・ＤＢＯ等の手法の導入を検討する場合は、「詳細な検討」を

行うこととし、導入可能性調査を実施します。 
 導入可能性調査の実施に当たっては、金融、法務、技術等の専門知識やノウ

ハウを必要とすることから、事業担当課が専門性のある外部コンサルタントと

委託契約を結び、ＶＦＭの検討、市場調査、事業方式・事業期間の検討を行い

ます。 
調査結果を基に、必要に応じて、公共施設マネジメント推進会議を経て、経

営会議において、再検討を行い、最適な事業手法を選択します。 
詳細な検討の結果、ＰＦＩ・ＤＢＯ等を選択する場合、事業担当課におい

て、アドバイザリー契約の予算を計上します。また、ＰＦＩ・ＤＢＯ等を選択

しない場合は、その結果を公表します。（⑸を参照のこと。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 詳細な検討の過程において、ステップ②で選択した事業手法を変更する場合や前提条

件が大幅に変わった場合等は、必ず、公共施設マネジメント推進会議を経て、経営会議

にて、事業手法の再検討を行うこととします。 

 

※２ アドバイザリー業務を受託した事業者は、ＰＦＩ・ＤＢＯ等の事業に応募又は参画しようと

する民間事業者のコンサルタント等の業務を受託することは、利益相反等の観点から認

められません。 

 
  

事業担当課 

公共施設マネジメント推

進会議・経営会議 
 

外部コンサルタント 

アドバイザリー契約等※２→ＰＦＩ・ＤＢＯ等の事業の実施へ 

必要に応じて、再検討を
行う。※１ 



18 
 

⑸ ＰＰＰ／ＰＦＩ等の手法による検討結果の公表 

事業担当課は、本指針に基づく優先的検討の結果を、適宜、公表するものと

します。 
これは、採用手法の検討結果を第三者による比較が可能な状態で公表するこ

とによって、採用手法の導入の適否や判断について、透明性を確保するととも

に、住民及び民間事業者に対する説明責任を果たすためのものです。 
公表方法としては、原則として、ホームページ上に掲載することとし、検討

結果のみを掲載することや、公共施設等の基本構想や基本計画等の内容に検討

結果を盛り込むこと等が考えられます。 



〈事業担当課〉

ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性検討調書（事業概要／定性評価等）

別紙１

１．発案事業の概要

年 ～ 年 ：

年 ～ 年 ：

年 ～ 年 ：

年 ～ 年 ：

年 ～ 年 ：

年 ～ 年 ：

□ □ （ ・ ）

□ 新設・増設 □ 現地更新 □ 移転更新 □ 大規模修繕・改修

□ 統合・複合化 □ その他

： ・・・〈Ａ〉

： ・・・〈Ｂ〉

千円／年

)

)

)

〔 交付税措置 ・ 交付税 千円 〕

)

)

(＝Ｄ)

（ ・ ） 金額： 千円／年

千円

千円

設計・監理費

その他(負担金等)

千円
（参考）

用地賃借料

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

(内容：

(内容：

千円

(内容：

(内容：

(内容：

用
地
関
係

場所

用地確保

各種規制

建
設
関
係

整備種別

事業規模

建築物の構造

㎡

㎡

㎡
増減面積
〈a-b〉

（現面積）
〈b〉

増減面積
〈c-d〉

㎡

建築面積
〈a〉

市有地

㎡

（                 ）

増減面積
〈e-f〉

造成面積（参考）

〈e〉

㎡㎡

㎡

（現面積）
〈f〉

㎡

㎡
（現面積）

〈d〉

延床面積
〈c〉

民有地

年

事業目的

事業名称

想定
スケジュール

事業概要

事業担当課

施設整備
期間

維持管理
運営期間

施設耐用
年数

年

年

千円

千円

千円

Ａ＋(Ｂ×維持管理・運営期間)＋Ｃ〕

国補助金・交付金：

（参考）
用地取得費

高さ制限

容積率(％)

用途地域

 京田辺市

敷地面積

建蔽率(％)

その他

千円

千円

千円

千円 〔維持管理・運営期間中̲̲＿回の大規模修繕を想定〕

維持管理費

人件費

運営費

その他

利用料金等収入

維持管理
・運営費
(単年度)
〈Ｂ〉

大規模修繕費
〈Ｃ〉

府補助金・交付金：

地方債：

一般財源：

合計

概
算
事
業
費

(

従
来
型
手
法
の
場
合

)

合計：

測量・地質調査費

建設費
設計・建設費

〈Ａ〉

総事業費
〈Ｄ〉

合計

その他：

財源の内訳

内容：

買収 賃借

有 無

有 無

１



〈事業担当課〉 別紙１

２．ＰＰＰ／ＰＦＩの適性評価（発案事業の定性的な評価）〔結果欄 〇：該当する ×：該当しない〕

3．他自治体における類似事業ＰＰＰ／ＰＦＩ導入事例

４．ＰＰＰ／ＰＦＩ手法定量評価結果（ＶＦＭの算出が可能な事業＝ＰＦＩ・ＤＢＯ等の事業の場合は必須）

※ＶＦＭ検証結果の詳細は、「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法定量評価調書（別紙２）」を参照

５．想定するＰＰＰ／ＰＦＩ手法等
□ 設計 □ 建設 □ 維持管理 □ 運営

（ ）

施設整備(設計・建設)期間： 年間 維持管理・運営期間： 年間

□ ＰＦＩ □ ＤＢＯ □ 指定管理者制度 □ 包括的民間委託

□ その他 ( ）

□ ＢＴＯ □ BOT □ BOO □ RO □ その他 （ ）

□ サービス購入型 □ 独立採算型 □ ジョイントベンチャー(混合)型

 

評価項目

① 民間事業者の経験、ノウハウ等の活用により、市民ニーズ
    や社会潮流に沿った、よりよい公共サービスの提供が期待
       できる事業であるか

 

結果 理由

② 民間事業者の参入が見込まれる事業であるか  

③ 長期にわたり安定的・継続的なサービス需要が見込まれる
  事業であるか

 

 

⑤ ＰＰＰ／ＰＦＩの導入の障害となる法令上の制約がない
  事業であるか

 

⑥ 民間事業者との役割分担が明確にできる事業であるか
 

④ ＰＰＰ／ＰＦＩの導入によって事業目的を達成できる
  事業であるか

事業名 事業手法
面積

（㎡）

⑦ 各種手続(導入可能性調査、特定事業の選定等)に必要な
  スケジュールの確保が可能であるか

事業費
（百万円）

ＶＦＭ
(％)

備考
事業期間

開始 完了

評価項目 ＶＦＭ結果 備考

理由

 従来型手法と比較して、事業期間全体について財政負担の削減が
図られるか

民間事業者
の事業範囲

事業期間

事業手法

ＰＦＩの場合の
事業方式・事業類型

％

備考

2



〈事業担当課〉 別紙１

６．事業担当課での検討（ステップ➀）
□ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の適性あり（導入可能性調査の実施が適当）

□ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の適性なし（従来型手法が適当）

【判断理由】

７．公共施設マネジメント推進会議での検討（ステップ②－１）
□ 導入可能性調査を実施する（ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の適性あり）

□ 従来型手法により事業を実施する

□ 事業実施の断念を含めて事業内容を再度検討する

【理由・条件等】

８．経営会議での検討（ステップ②－２）
□ 導入可能性調査を実施する（ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の適性あり）

□ 従来型手法により事業を実施する

□ 事業実施の断念を含めて事業内容を再度検討する

【理由・条件等】
経営会議で
の検討結果

導入可能性
検討結果

公共施設マネジメ
ント担当課との

協議結果

公共施設マネジメ
ント推進会議で

の検討結果

３



〈事業担当課〉

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法定量評価調書

別紙２

〈算出根拠〉

従来型手法
（市が自ら整備等を行う手法）

採用手法
（候補となるＰＰＰ／ＰＦＩ手法）

整備等（運営費を除く。）
費用

運営等費用

〈算出根拠〉

利用料金収入

〈算出根拠〉

資金調達費用

〈算出根拠〉

調査等費用

〈算出根拠〉

税金

〈算出根拠〉

税引後損益

〈算出根拠〉

合計

合計（現在価値）

財政収支削減率

その他
（前提条件等）



〈事業担当課〉

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法定量評価調書

別紙２

その他
（前提条件等）

事業期間20年、割引率2.6％

合計（現在価値） 51.7億円 47.2億円

財政収支削減率 ＶＦＭは4.5億円、8.7％

〈算出根拠〉 従来型の場合は想定せず ＥＩＲＲが５％以上確保されることを想定

合計 63.3億円 61.1億円

〈算出根拠〉 従来型の場合は想定せず 各年度の損益に法人実効税率32.1％を乗じて算出

税引後損益 ー 0.06億円

〈算出根拠〉 従来型の場合は想定せず
導入可能性調査の費用及びその後の

業務委託の費用を想定

税金 ー 0.0３億円

〈算出根拠〉
想定される起債充当率、起債利率、

起債償還方法(償還期間・償還方法)を基に算出
公共自ら資金調達した場合の利率に0.5％を上乗せ

調査等費用 ー 0.25億円

〈算出根拠〉
類似事例である○○事業の収入を基に

本事業との違いを反映し算出
従来型手法から10%増加の想定

資金調達費用
5.3億円

〈式〉50億円(整備等費用)×75％(起債充当率)
×起債利率1.3%・償還期間20年の元利均等償還

9.0億円
〈式〉45億円(整備等費用)ー0.1億円(資本金)＝44.9億円、
借入金の利率1.8％・返済期限20年の元利均等返済

〈算出根拠〉
類似事例である○○事業の運営等費用を基に

本事業との違いを反映し算出
従来型手法から10%削減の想定

利用料金収入 2.0億円
〈式〉10百万円/年(年間利用料金収入)×20年(期間)

2.2億円
〈式〉10百万円/年(年間利用料金収入)×1.1(増加率10％)×20年(期間)

〈算出根拠〉
類似事例である○○事業の床面積当たりの

単価を基に算出
従来型手法から10%削減の想定

運営等費用 10.0億円
〈式〉50百万円/年(年間運営等費)×20年間(期間)

9.0億円
〈式〉50百万円/年(年間運営等費)×0.9(削減率10%)×20年(期間)

従来型手法
（市が自ら整備等を行う手法）

採用手法
（候補となるＰＰＰ／ＰＦＩ手法）

整備等（運営費を除く。）
費用

50.0億円
45.0億円

〈式〉50億円(整備費)×0.9%(削減率10％)

記載例


